
IT導入補助金2023のチェックリスト

従業員5人以下の会社または個人事業主であること
日本国内で事業を営む法人又は個人であること。

確定している（申告済みの）直近過去３年分の「各年」又は「各事業年度」の課税所得の

年平均額が 15億円を超えていないこと
（法人）1回以上決算を迎えていること
（個人）1回以上確定申告を行なっていること
他の補助金と重複する事業でないこと

上記に全部チェックができた人は最大350万円の補助金が受給できます！

補助金の交付額

下限なし〜最大350万円

補助金の流れ



必要書類

≪法人の場合≫

履歴事項全部証明書（発行から3ヶ月以内）
税務署で発行された直近分の法人税の納税証明書(「その 1」若しくは「その 2」)

≪個人の場合≫

運転免許証(有効期限内)、運転経歴証明書若しくは住民票(発行から 3 ヶ月以内)
税務署で発行された直近分の所得税の納税証明書(「その 1」若しくは「その 2」)
税務署が受領した直近分の確定申告書 Bの控え

補助対象経費
・ECサイト
・ＰＣ・タブレット・プリンター・スキャナー・複合機（ただしECサイトと併せて購入時に限る）

補助対象外となるもの

・ＩＴツールの利用料が、交付申請時に金額が定められないもの。

・対外的に無料で提供されているもの。

・リース・レンタル契約のＩＴツール。（サイバーセキュリティお助け隊サービスを除く）

・中古品。

・交付決定前に購入したＩＴツール。

・交通費、宿泊費。

・補助金申請、報告に係る申請代行費。

・公租公課（消費税）。

・その他、本事業の目的・趣旨から適切でないと中小企業庁及び中小機構並びに事務局が判断

するもの。

お問い合わせ
メール：spachill@apsell.jp

お気軽にお問い合わせください


